
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察画像を対物光学系により光学的に拡大可能な変倍機構と、
　上記対物光学系からの入射光により被観察体を撮像する固体撮像素子と、
　この固体撮像素子の電荷蓄積時間を制御し、上記変倍機構の作動時に、当該変倍機構の
不作動時の露光時間よりも短くなる高速のシャッタ速度を設定する電子シャッタ制御回路
と、
　光源からの出力光を絞り部材で可変制御する絞り機構と、
　上記変倍機構の作動時に、上記電子シャッタ速度の高速化に対応して上記絞り機構の絞
り可変量を 幅に制限する制御回路と、を含ん
でなる変倍機能を有する電子内視鏡装置。
【請求項２】
　上記固体撮像素子から出力された画像信号のゲインを可変制御するゲイン制御回路を設
け、上記制御回路は、上記画像信号から画像の明るさを検出し、上記の絞り機構による光
量制御によっても所定の明るさが得られない場合に、上記ゲイン制御回路により画像信号
のゲインを調整して画像の明るさを一定に維持することを特徴とす 求項１記載の変倍
機能を有する電子内視鏡装置。
【請求項３】
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上記絞り機構にて制限される絞り可変量は、上記変倍機構の拡大率が高くなる程小さい
幅に設定することを特徴とする請求項１又は２記載の変倍機能を有する電子内視鏡装置。



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電子内視鏡装置、特に観察距離を変える変倍機能を利用して被観察体を固体撮像
素子にて撮像する装置の光量制御の内容に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近では、内視鏡の挿入先端部に例えば観察距離を変更するための変倍駆動機構を組み込
み、この変倍機構の構成部材である可動レンズを駆動することが提案されている。即ち、
これは例えばモータの回転駆動力を線状の伝達部材、例えば多重コイルバネ部材を用いて
変倍機構部へ伝達し、ここで回転運動を直線運動に変換して対物光学系の所定の可動レン
ズを前後移動させ、変倍動作を実行するものであり、観察距離を変更するためのバリフォ
ーカルな光学系や焦点距離を可変に対応させたズーム光学系等がある。これによれば、被
観察体像を拡大して観察することができ、微細な診断が可能となる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の変倍機能を有する電子内視鏡装置では、被観察体内を拡大して病巣
などの詳細な画像をモニタ等で観察できる反面、この観察像にぶれが生じることがあると
いう問題がある。即ち、被観察体像を拡大するということは、観察部位の拍動によるぶれ
、挿入時の先端部の揺れによるぶれ等が、標準観察時では小さなものであっても大きなぶ
れとして現れる（拡大される）ことを意味し、特に静止画を形成し、記録する場合には無
視できないものとなる。
【０００４】
また、内視鏡の挿入先端部に組み込まれる上記変倍機構に、バリフォーカルな光学系を採
用した場合、観察距離を変えたときにはピント合せのために内視鏡先端部（対物光学系）
を多少前後移動させる必要が生じる。従って、標準（通常）の観察時（変倍機構を用いな
い時）と比較すると、先端部の振れにより画像がぶれ易くなる。
【０００５】
一方、この種の内視鏡では、絞り部材を用いた絞り機構等により画像の明るさを一定に維
持する自動光量制御が行われており、上記の変倍機能を働かせる場合でも、この明るさの
調整が安定した状態で実行される必要がある。
【０００６】
本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、変倍機構を利用して撮像
する場合の画像のぶれが抑制できると共に、画像の安定した明るさを得ることが可能とな
る変倍機能を有する電子内視鏡装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る変倍機能を有する電子内視鏡装置は、観察
画像を対物光学系により光学的に拡大可能な変倍機構と、上記対物光学系からの入射光に
より被観察体を撮像する固体撮像素子と、この固体撮像素子の電荷蓄積時間を制御し、上
記変倍機構の作動時に、当該変倍機構の不作動時の露光時間よりも短くなる高速のシャッ
タ速度を設定する電子シャッタ制御回路と、光源からの出力光を絞り部材で可変制御する
絞り機構と、上記変倍機構の作動時に、上記電子シャッタ速度の高速化に対応して上記絞
り機構の絞り可変量を 幅に制限する制御回路
と、を含んでなることを特徴とする。
　請求項２に係る発明は、上記固体撮像素子から出力された画像信号のゲインを可変制御
するゲイン制御回路を設け、上記制御回路は、上記画像信号から画像の明るさを検出し、
上記の絞り機構による光量制御によっても所定の明るさが得られない場合に、上記ゲイン
制御回路により画像信号のゲインを調整して画像の明るさを一定に維持することを特徴と
する。

10

20

30

40

50

(2) JP 4031591 B2 2008.1.9

上記変倍機構の不作動時可変幅よりも小さな



　

【０００８】
上記の構成によれば、標準時で約１／６０秒の露光時間となっている場合、変倍機能動作
における中点の拡大時では例えば１／１０００秒、最大の拡大時で１／１００００秒の電
子シャッタが設定される。即ち、拡大率が高くなる程、高速になるように設定され、この
電子シャッタ速度の可変設定は、固体撮像素子であるＣＣＤで蓄積される電荷の掃出しパ
ルスを制御し、この掃出し後の電荷蓄積時間を変えることにより行われる。
【０００９】
そして、上記のシャッタ速度の可変動作中でも、絞り機構を駆動することにより画像の明
るさが一定に制御されるが、電子シャッタ速度を高速に設定することから、このシャッタ
速度の可変幅が大きい場合や被観察体が急激な動きをした場合、内視鏡先端部が大きく動
いた場合等に、絞り機構の応答に遅れが生じて光量調整が不安定となり画面が乱れること
がある。そこで、本発明では、電子シャッタ速度の高速化に対応して上記絞り機構の絞り
可変量を所定幅に制限したものであり、これによって絞り機構の応答の遅れ状態がなくな
り、画面の乱れが抑制される。
【００１０】
一方、上記のように絞り可変量を制限すると、一定の明るさを得るための光量が不足する
場合が生じる。そこで、請求項２の構成では、輝度信号等による画像明るさの判定に基づ
き、明るさが不足する場合は画像信号のゲインを上げるように制御することになり、この
信号増幅処理によって明るさが一定に維持される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１及び図２には、実施形態例に係る変倍機能を有する電子内視鏡装置の構成が示されて
おり、図１の電子内視鏡（スコープ）１０は光源及びプロセッサ装置１２にコネクタ接続
される。この電子内視鏡１０では、バリフォーカルな対物光学系又はズーム対物光学系と
して前側レンズ１３及び前後移動する可動レンズ１４が設けられ、この可動レンズ１４の
後方にＣＣＤ（ Charge Coupled Device）１６が配置される。
【００１２】
上記可動レンズ１４には、図２にも示されるように、駆動用のアクチュエータ１７が取り
付けられると共に、レンズ駆動位置（変倍位置）を検出するためのエンコーダ１８が設け
られており、このエンコーダ１８の出力に基づいて拡大率が判定される。また、この電子
内視鏡１０の例えば操作部に、トグルスイッチ、シーソースイッチ等からなる変倍スイッ
チ２０やマニュアルでシャッタ速度を設定するためのシャッタ速度設定スイッチ２１が設
けられており、上記変倍スイッチ２０は端子ａへの接続により拡大方向、端子ｂへの接続
により縮小方向に上記可動レンズ１４を移動させることができる。なお、この他にも、電
子内視鏡操作部には静止画を形成し記録するためのフリーズ釦等が配置される。
【００１３】
また、この電子内視鏡１０から光源及びプロセッサ装置１２の光源部まで、ライトガイド
２２が配設され、このライトガイド２２の光入射端に、集光レンズ２３を介して絞り２４
が設けられ、この絞り２４の後方に光源ランプ２５が配置される。上記絞り２４は、絞り
駆動回路２６で駆動されており、当該例では後述する処理回路で得られた輝度信号等に基
づいてこの絞り２４の開口量を制御することにより、出力光量を調整して画像の明るさが
一定に維持される。
【００１４】
　更に、この絞り２４の全閉から全開までの絞り位置（駆動位置）が絞り位置検出器（エ
ンコーダ等）２４Ｄで検出され、この検出値はＡ／Ｄ変換器２７でデジタル信号に変換さ
れる。
　図３には、この絞り２４及び位置検出器２４Ｄの構成が示されており、絞り２４は例え
ば扇状の絞り羽根２４Ａが軸２４Ｂを中心に回動するものとし、この絞り羽根２４ の根
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元部２４Ｃの回転状態を絞り位置検出器２４Ｄの電圧の変化で捉え、その回転位置である
絞り位置を検出電圧値としてＡ／Ｄ変換器２７へ出力することができる。
【００１５】
上記光源及びプロセッサ装置１２において、上記アクチュエータ１７を駆動するためのア
クチュエータ駆動回路２８、上記エンコーダ１８のアナログ出力をデジタル変換するＡ／
Ｄ変換器２９が設けられ、これらは上記Ａ／Ｄ変換器２７も同様であるが、Ｉ／Ｏ部３０
を介して、各回路を統括制御するＣＰＵ３１に接続される。従って、上記変倍スイッチ２
０を操作すると、アクチュエータ駆動回路２８を介してアクチュエータ１７が作動し、可
動レンズ１４を前後に移動させることになり、当該例では、この可動レンズ１４を前側へ
繰り出すことにより観察距離（焦点距離）を遠距離（Ｆａｒ）方向に、後側へ後退させる
ことにより近距離（Ｎｅａｒ）方向に設定することができる。
【００１６】
一方、上記可動レンズ１４の移動位置はエンコーダ１８で検出しており、この検出値をＡ
／Ｄ変換器２９を介してアクチュエータ駆動回路２８に与えることにより、可動レンズ１
４が位置制御される。このエンコーダ１８の出力は変倍位置としてＩ／Ｏ部３０を介して
ＣＰＵ３１へも供給されており、このＣＰＵ３１では、可動レンズ１４の変倍位置に基づ
き電子シャッタ速度の指令信号を出力する。
【００１７】
また、上記ＣＣＤ１６に接続してタイミングジェネレータ（ＴＧ）を含むＣＣＤ駆動回路
３３が設けられており、このＣＣＤ駆動回路３３はＣＣＤ１６の駆動制御をすると共に、
上記ＣＰＵ３１の指令信号を受けて電子シャッタ制御を実行する。この電子シャッタ制御
は、ＣＣＤ１６の電荷蓄積動作での掃出しパルス（時間）を調整することにより電荷蓄積
時間（露光時間）を変化させるものであり、図４に示されるように、例えば垂直同期信号
の１／６０秒の１垂直走査期間において１Ｈ（水平走査期間）毎に掃出しパルスφＳＵＢ
が出力されるが、図（Ａ）のように掃出しパルスφＳＵＢを時間Ｈ 1 だけ出力することに
より、残りの１／１００秒の電荷蓄積時間、即ちシャッタ速度が設定され、図（Ｂ）のよ
うに時間Ｈ 2 の掃出しパルスφＳＵＢの出力により、１／４０００秒のシャッタ速度が設
定される。そして、このシャッタ速度で蓄積された電荷（露光量信号）は垂直同期信号の
終端下降時に読み出される。
【００１８】
　このような電子シャッタ制御において、当該例では図５に示される複数の制御パターン
が実行できるようになっている。即ち、上記ＣＰＵ３１に接続されるＲＯＭ（ Read Only 
Memory）３２に、例えば図 のＳ 1 からＳ 4 の制御パターン（テーブル）が記憶されてお
り、このパターンは光源及びプロセッサ装置１２の不図示の操作パネル等に設けられた設
定スイッチ、或いはモニタ画面での設定によって選択することができる。例えば、単純な
制御例としてのパターンＳ 4 を選択した場合は、上記可動レンズ１４が標準位置から拡大
されると、全ての変倍位置で１／１００００秒のシャッタ速度が設定されることになる。
【００１９】
一方、上記ＣＣＤ１６で得られたビデオ信号を画像処理するために、クランプ処理や信号
増幅処理等をするＣＤＳ（ Correlated Double Sampling－相関二重サンプリング）／ＡＧ
Ｃ（ Automatic Gain Control－自動利得制御）回路３５、Ａ／Ｄ変換器３６、例えば色差
信号Ｃ及び輝度信号Ｙを形成し、かつガンマ補正、輪郭補正等の各種の処理をする信号処
理回路３７、Ｄ／Ａ変換器３９、モニタへの出力処理をするエンコーダ４０等が設けられ
る。なお、当該例では、被観察体像の表示処理と共に、上記電子シャッタ速度の表示処理
も行われ、例えば図６に示されるように、画面の四隅端部Ｅに設定された電子シャッタ速
度が表示される。
【００２０】
ここで、上記の信号処理回路３７で得られた輝度信号Ｙは、ＣＰＵ３１へも供給され、こ
のＣＰＵ３１では輝度信号Ｙが所定値になるように上記絞り駆動回路２６を介して絞り２
４の開口量を制御しており、これによって画像（画面）の明るさが一定に維持される。従
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って、上記の電子シャッタ制御により露光時間が短くなっても、出力光量が調整され、画
像の明るさは一定に保たれることになる。
【００２１】
更に、当該例では変倍機構の作動時に上記絞り２４の可変量を所定幅に制限している。即
ち、図５に示されるように、縦軸に絞り開口量をとり、最下端を全閉、最上端を全開とす
ると、標準時（変倍機構の不作動時）では幅Ｋ 1 のように全ての領域が使用範囲となるが
、例えば変倍の中点位置では幅Ｋ 2 （絞り位置ｋ 2 ～ｋ 3 ）、最大位置では幅Ｋ 3 （絞り
位置ｋ 1 ～ｋ 2 ）に使用範囲が制限される。この可変幅Ｋは、基本的に画像拡大率が高く
なり電子シャッタ速度が高速に設定される程、小さな幅となるように設定される。これに
よって、電子シャッタ速度の高速化に伴なう絞り機構（２４）の応答遅れをなくすことが
できる。このような絞り２４の制限データ（テーブル）は、電子シャッタ速度の上記パタ
ーンと共に、上記ＲＯＭ３２に記憶されており、このＲＯＭ３２から制限データを読み出
すことにより実行される。
【００２２】
当該例の変倍機構のレンズ系として、特に上述したようなバリフォーカルな光学系を用い
た場合は、変倍操作時にピント合せのために内視鏡先端部を多少動かす必要があり、拡大
率を高くする場合は前側へ少し動かすことになる。このため、ライトガイド先端も前側へ
移動し、被観察体を照射する光量が増加する方向にあり、上記の絞り２４による大幅な光
量制御が必要となることはそれ程多くはない。従って、上記のように、絞り２４の可変幅
を制限しても、画像の明るさが極端に変化することは少ない。
【００２３】
しかし、画像の明るさが常に十分であるとは限らない。そこで、当該例の上記ＣＰＵ３１
では、上記の絞り２４の可変幅の制限時に、輝度信号等に基づき光量が不足すると判定し
た場合に、上記ＣＤＳ／ＡＧＣ回路３５の自動利得制御回路に対し画像信号（ビデオ信号
）のゲインを上げるように制御する。この結果、画像の明るさが常に一定に維持されるこ
とになる。
【００２４】
以上のように当実施形態例の構成によれば、図１の光源ランプ２５からの光がライトガイ
ド２２を介して電子内視鏡１０の先端部から照射され、これによって被観察体内が対物光
学系１３，１４を介してＣＣＤ１６で捉えられる。この電子内視鏡１０の操作部の変倍ス
イッチ２０が操作されず、可動レンズ１４が標準位置にあるときは、電子シャッタ制御及
び絞り機構の可変量制限は実行されず、ＣＣＤ駆動回路３３では例えば固定の掃出しパル
スφＳＵＢが出力された後の約１／６０秒の時間（この露光時間は任意）に蓄積された電
荷が読み出される。そして、この読出し信号がビデオ信号として処理されることにより、
エンコーダ４０からは色差信号Ｃと輝度信号Ｙが出力され、これによってモニタに被観察
体内の画像が表示される。
【００２５】
一方、変倍スイッチ２０が操作されると、アクチュエータ駆動回路２８の制御によりアク
チュエータ１７が駆動し、上記可動レンズ１４を標準位置から前側へ移動させ、画像を拡
大する。これと同時に、エンコーダ１８では当該可動レンズ１４の変倍位置（拡大位置）
を検出しており、この位置検出値はアクチュエータ駆動回路２８での制御値として利用さ
れると共に、現在の変倍位置情報としてＩ／Ｏ部３０を介してＣＰＵ３１へ供給される。
そうすると、このＣＰＵ３１では、ＲＯＭ３２内の制御パターンに基づき現在の変倍位置
に対応した電子シャッタ速度の指令信号を出力する。
【００２６】
例えば、図５の中点の手前の変倍位置Ｚ 1 に可動レンズ１４が移動している場合を考える
と、パターンＳ 1 が選択されている時は電子シャッタ速度１／１０００秒、パターンＳ 2 
が選択されている時は１／２５０秒、パターンＳ 3 が選択されている時は約１／６０秒（
OFFで標準時と同じ時間）、パターンＳ 4 が選択されている時は１／１００００秒の指令
信号をＣＣＤ駆動回路３３へ出力することになる。そうすると、このＣＣＤ駆動回路３３
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は、図４で説明したように、掃出しパルスφＳＵＢの出力（時間Ｈ）を制御することにな
り、これによって上記の電子シャッタ速度が設定される。この電子シャッタ速度の値は、
図６に示すようにモニタ４１の四隅端部Ｅに表示される。
【００２７】
このようにして、変倍スイッチ２０の操作により画像が拡大されたときは、電子シャッタ
速度が高速化され、ＣＣＤ１６への短時間の露光により被観察体内の画像が形成されるこ
とになり、電子内視鏡１０の先端部が振れた場合、観察部位に拍動がある場合等であって
も、拡大画像のぶれが抑制され、安定した良好な動画が形成され、またフリーズ釦が操作
される場合でも、ぶれのない静止画が表示される。
【００２８】
そして、同時にＣＰＵ３１は入力した輝度信号Ｙのデータに基づき絞り駆動回路２６を介
して絞り２５からの出力光量の制御が行われるが、上述したように、拡大率が高くなる程
小さくなる可変幅Ｋ、例えば拡大の中点位置ではＫ 2 、最大位置ではＫ 3 の可変幅に絞り
２４の駆動量が制限される。即ち、図３に示したように、絞り羽根２４Ａの絞り位置（回
動位置）は位置検出器２４Ｄで検出され、ＣＰＵ３１へ供給されており、上記の中点位置
では、例えば絞り位置ｋ 2 ～ｋ 3 以外の位置への駆動を禁止し、最大位置では絞り位置ｋ
1 ～ｋ 2 以外の位置への駆動を禁止する。この結果、絞り２４の応答性の遅れをなくすこ
とができ、画面の乱れが抑制される。
【００２９】
また、上記ＣＰＵ３１は、絞り可変幅を制限したときであって、輝度データが所定値以下
となり画像が暗いと判断したとき、ＣＤＳ／ＡＧＣ回路３５に対し輝度信号データと所定
値の差に対応する分だけ、ビデオ信号のゲインを上げるように指令する。これにより、Ａ
ＧＣ回路３５はビデオ信号を増幅処理するので、絞り可変幅の制限によって画像の明るさ
が損なわれることが防止される。
【００３０】
更に、当該実施形態例では、図１で説明したように、マニュアルでシャッタ速度を設定す
るためのシャッタ速度設定スイッチ２１が配置されており、変倍動作時の電子シャッタ速
度を使用者が手動で設定することもできる。例えば、この設定スイッチ２１は押下により
サイクリックに値が変わるスイッチとすることにより、画面４１の表示（Ｅ）を確認しな
がら、上記パターンＳ 4 やＳ 5 のシャッタ速度を所望の速度に設定することができる。
【００３１】
図７には、上記電子シャッタ速度の好ましい設定範囲と絞り機構の可変幅の他の例が示さ
れており、図７の太線Ｌで区切られる左側の領域１００において電子シャッタ速度を設定
することが好ましく、これによって画像のぶれが良好に抑制される。従って、当該例では
、上述したシャッタ速度設定スイッチ２１によるマニュアル設定できるシャッタ速度も上
記領域１００の範囲に限定しており、このスイッチ２１では、領域１０１に存在する電子
シャッタ速度を設定することはできない。
【００３２】
　また、絞り２４の制限範囲については、中点位置の可変幅Ｋ 4 （絞り位置ｋ 2 ～ｋ 6 ）
から徐々に縮小され、最大位置で可変幅Ｋ 5 （絞り位置ｋ 4 ～ｋ 5 ）や （絞り位置ｋ
5 ～ｋ 7 ）となる可変幅を設定してもよいし、この可変幅は任意に設定することができる
。
【００３３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、観察距離を変えるための変倍機構を備え、この
変倍機構の作動時には、電子シャッタ制御回路により標準時の露光時間よりも短くなるシ
ャッタ速度を設定すると共に、この電子シャッタ速度の高速化に対応して絞り機構の絞り
可変量を 幅に制限したので、変倍機構を利用して
撮像する場合の画像のぶれが抑制できると共に、安定した明るさの良好な画像を得ること
が可能となる。
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【００３４】
また、請求項２に係る発明は、画像の明るさを検出し上記の絞り機構による光量制御によ
っても所定の明るさが得られない場合には、ゲイン制御回路により画像信号のゲインを調
整するので、絞り可動幅の制限により暗くなることもなく、常に一定の明るさが得られる
という利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態例に係る変倍機能を有する電子内視鏡装置の全体構成を示す図
である。
【図２】図１の電子内視鏡における撮像系の構成を示す斜視図である。
【図３】図１の絞り部材及び絞り位置検出器の構成を示す図である。
【図４】実施形態例での電子シャッタ動作の一例を示す説明図である。
【図５】実施形態例での電子シャッタ制御の各種パターン及び絞り可変幅を示すグラフ図
である。
【図６】実施形態例におけるモニタでの電子シャッタ速度の表示状態を示す図である。
【図７】実施形態例での電子シャッタ速度の好ましい設定範囲及び絞り可変幅の他の例を
示すグラフ図である。
【符号の説明】
１０　…　電子内視鏡、
１２　…　光源及びプロセッサ装置、
１４　…　可動レンズ、　　　１６　…　ＣＣＤ、
１７　…　アクチュエータ、　１８　…　エンコーダ、
２０　…　変倍スイッチ、　　２４　…　絞り、
２４Ｄ　…　絞り位置検出器、
２６　…　絞り駆動回路、
２８　…　アクチュエータ駆動回路、
３１　…　ＣＰＵ、　　　　　３２　…　ＲＯＭ、
３３　…　ＣＣＤ駆動回路（電子シャッタ制御回路）、
３５　…　ＣＤＳ（相関二重サンプリング）／ＡＧＣ（自動利得制御）回路、
３７　…　信号処理回路。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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